
　

安曇野市後期高齢者医療特別会計補正予算書

令和７年度

（専決第１号）



　令和７年度安曇野市の後期高齢者医療特別会計補正予算（専決第１号）は、
次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,042千円を減額し、
　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,808,778千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
　補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　

令和７年度　安曇野市後期高齢者医療特別会計補正予算
（専決第１号）

－2－



（単位 千円）
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 後期高齢者医療保険
料

1,405,745 △ 4,052 1,401,693

1 後期高齢者医療保険料 1,405,745 △ 4,052 1,401,693

2 使用料及び手数料 10 17 27

1 手数料 10 17 27

3 繰入金 358,605 △ 933 357,672

1 一般会計繰入金 358,605 △ 933 357,672

5 諸収入 2,081 △ 74 2,007

1 延滞金、加算金及び過料 11 59 70

2 償還金及び還付加算金 2,070 △ 133 1,937

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項 47,379 0 47,379

歳 入 合 計 1,813,820 △ 5,042 1,808,778

第 １ 表 歳入歳出予算補正

歳 入



歳　出 （単位 千円）
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 総務費 10,156 △ 915 9,241

1 総務管理費 54 △ 2 52

2 徴収費 10,102 △ 913 9,189

2 後期高齢者医療広域
連合納付金

1,800,586 △ 42,584 1,758,002

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,800,586 △ 42,584 1,758,002

3 諸支出金 2,070 △ 132 1,938

1 償還金及び還付加算金 2,070 △ 132 1,938

4 予備費 1,008 38,589 39,597

1 予備費 1,008 38,589 39,597

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項

歳 出 合 計 1,813,820 △ 5,042 1,808,778



　

予 算 に 関 す る 説 明 書

（後期高齢者医療特別会計）
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歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1　総　括
（歳　入） （単位 千円）
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款 補正前の額 補正額 計

1 後期高齢者医療保険料 1,405,745 △ 4,052 1,401,693

2 使用料及び手数料 10 17 27

3 繰入金 358,605 △ 933 357,672

5 諸収入 2,081 △ 74 2,007

補 正 に 係 ら な い 款 47,379 0 47,379

歳 入 合 計 1,813,820 △ 5,042 1,808,778



（歳　出） （単位 千円）
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款 補正前の額 補正額 計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一 般 財 源

1 総務費 10,156 △ 915 9,241 △ 915

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,800,586 △ 42,584 1,758,002 △ 1 △ 42,583

3 諸支出金 2,070 △ 132 1,938 △ 132

4 予備費 1,008 38,589 39,597 38,589

歳　出　合　計 1,813,820 △ 5,042 1,808,778 △ 916 △ 4,126



（歳　出） （単位 千円）

- 7 - - 8 -

款 補正前の額 補正額 計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一 般 財 源

1 総務費 10,156 △ 915 9,241 △ 915

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,800,586 △ 42,584 1,758,002 △ 1 △ 42,583

3 諸支出金 2,070 △ 132 1,938 △ 132

4 予備費 1,008 38,589 39,597 38,589

歳　出　合　計 1,813,820 △ 5,042 1,808,778 △ 916 △ 4,126



２　歳　　入

（単位 千円）

- 9 - - 10 -

1 款　　後期高齢者医療保険料　　(△ 4,052)

　　 1 項　　後期高齢者医療保険料　　(△ 4,052)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 1,405,745 △ 4,052 1,401,693後期高齢者医療保険料  1 △ 4,371現年度分 現年度分保険料

 2 319滞納繰越分 滞納繰越分保険料

計 1,405,745 △ 4,052 1,401,693

2 款　　使用料及び手数料　　(17)

　　 1 項　　手数料　　(17)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 10 17 27督促手数料  1 17督促手数料 督促手数料

計 10 17 27

3 款　　繰入金　　(△ 933)

　　 1 項　　一般会計繰入金　　(△ 933)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 51,686 △ 933 50,753事務費繰入金  1 △ 933事務費繰入金 事務費繰入金

計 358,605 △ 933 357,672

5 款　　諸収入　　(△ 74)

　　 1 項　　延滞金、加算金及び過料　　(59)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 10 60 70延滞金  1 60延滞金 延滞金

2 1 △ 1 0過料  1 △ 1過料 過料

計 11 59 70

5 款　　諸収入　　(△ 74)

　　 2 項　　償還金及び還付加算金　　(△ 133)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 2,050 △ 113 1,937保険料還付金  1 △ 113保険料還付金 保険料還付金

2 20 △ 20 0還付加算金  1 △ 20還付加算金 還付加算金

計 2,070 △ 133 1,937



２　歳　　入

（単位 千円）

- 9 - - 10 -

1 款　　後期高齢者医療保険料　　(△ 4,052)

　　 1 項　　後期高齢者医療保険料　　(△ 4,052)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 1,405,745 △ 4,052 1,401,693後期高齢者医療保険料  1 △ 4,371現年度分 現年度分保険料

 2 319滞納繰越分 滞納繰越分保険料

計 1,405,745 △ 4,052 1,401,693

2 款　　使用料及び手数料　　(17)

　　 1 項　　手数料　　(17)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 10 17 27督促手数料  1 17督促手数料 督促手数料

計 10 17 27

3 款　　繰入金　　(△ 933)

　　 1 項　　一般会計繰入金　　(△ 933)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 51,686 △ 933 50,753事務費繰入金  1 △ 933事務費繰入金 事務費繰入金

計 358,605 △ 933 357,672

5 款　　諸収入　　(△ 74)

　　 1 項　　延滞金、加算金及び過料　　(59)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 10 60 70延滞金  1 60延滞金 延滞金

2 1 △ 1 0過料  1 △ 1過料 過料

計 11 59 70

5 款　　諸収入　　(△ 74)

　　 2 項　　償還金及び還付加算金　　(△ 133)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 2,050 △ 113 1,937保険料還付金  1 △ 113保険料還付金 保険料還付金

2 20 △ 20 0還付加算金  1 △ 20還付加算金 還付加算金

計 2,070 △ 133 1,937



３　歳　出

- 11 - - 12 -

（単位 千円）

1

54 △ 2 52 △ 2一般管理費

10 △ 2需用費

国保年金課

△ 2◎ 2600010△ 2 一般管理費

10 需用費 △ 2

・ 消耗品費 △ 2(その他)

事務費繰入金 △ 2

計 54 △ 2 52 △ 2

1 款　　総務費　　(△ 915)

　　 2 項　　徴収費　　(△ 913)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

10,102 △ 913 9,189 △ 913徴収費

10 △ 209需用費

12 △ 704委託料

国保年金課

△ 913◎ 2600030△ 913 徴収費

10 需用費 △ 209

・ 消耗品費 △ 2

・ 印刷製本費 △ 207

12 委託料 △ 704

・ 納付書等封入等委託事業 △ 704

(その他)

督促手数料 17

事務費繰入金 △ 930

計 10,102 △ 913 9,189 △ 913

2 款　　後期高齢者医療広域連合納付金　　(△ 42,584)

　　 1 項　　後期高齢者医療広域連合納付金　　(△ 42,584)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

1,800,586 △ 42,584 1,758,002 △ 1 △ 42,583後期高齢者

医療広域連

合納付金

18 △ 42,584負担金補助

及び交付金

国保年金課

△ 42,584◎ 2600070△ 1 △ 42,583 広域連合納付金

18 負担金補助及び交付金 △ 42,584

負担金

・ 後期高齢者医療広域連合納付金 △ 42,584

(その他)

事務費繰入金 △ 1

計 1,800,586 △ 42,584 1,758,002 △ 1 △ 42,583

1 款　　総務費　　(△ 915)

　　 1 項　　総務管理費　　(△ 2)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明



３　歳　出

- 11 - - 12 -

（単位 千円）

1

54 △ 2 52 △ 2一般管理費

10 △ 2需用費

国保年金課

△ 2◎ 2600010△ 2 一般管理費

10 需用費 △ 2

・ 消耗品費 △ 2(その他)

事務費繰入金 △ 2

計 54 △ 2 52 △ 2

1 款　　総務費　　(△ 915)

　　 2 項　　徴収費　　(△ 913)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

10,102 △ 913 9,189 △ 913徴収費

10 △ 209需用費

12 △ 704委託料

国保年金課

△ 913◎ 2600030△ 913 徴収費

10 需用費 △ 209

・ 消耗品費 △ 2

・ 印刷製本費 △ 207

12 委託料 △ 704

・ 納付書等封入等委託事業 △ 704

(その他)

督促手数料 17

事務費繰入金 △ 930

計 10,102 △ 913 9,189 △ 913

2 款　　後期高齢者医療広域連合納付金　　(△ 42,584)

　　 1 項　　後期高齢者医療広域連合納付金　　(△ 42,584)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

1,800,586 △ 42,584 1,758,002 △ 1 △ 42,583後期高齢者

医療広域連

合納付金

18 △ 42,584負担金補助

及び交付金

国保年金課

△ 42,584◎ 2600070△ 1 △ 42,583 広域連合納付金

18 負担金補助及び交付金 △ 42,584

負担金

・ 後期高齢者医療広域連合納付金 △ 42,584

(その他)

事務費繰入金 △ 1

計 1,800,586 △ 42,584 1,758,002 △ 1 △ 42,583

1 款　　総務費　　(△ 915)

　　 1 項　　総務管理費　　(△ 2)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明



- 13 - - 14 -

（単位 千円）

1

2,050 △ 112 1,938 △ 112保険料還付

金 22 △ 112償還金、利

子及び割引

料

国保年金課

△ 112◎ 2600080△ 112 保険料還付金

22 償還金、利子及び割引料 △ 112

・ 保険料還付金 △ 112

2

20 △ 20 0 △ 20還付加算金

22 △ 20償還金、利

子及び割引

料

国保年金課

△ 20◎ 2600085△ 20 還付加算金

22 償還金、利子及び割引料 △ 20

・ 還付加算金 △ 20

計 2,070 △ 132 1,938 △ 132

4 款　　予備費　　(38,589)

　　 1 項　　予備費　　(38,589)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

1,008 38,589 39,597 38,589予備費

29 38,589予備費

国保年金課

38,589◎ 260015038,589 予備費

29 予備費 38,589

・ 予備費 38,589

計 1,008 38,589 39,597 38,589

3 款　　諸支出金　　(△ 132)

　　 1 項　　償還金及び還付加算金　　(△ 132)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明



- 13 - - 14 -

（単位 千円）

1

2,050 △ 112 1,938 △ 112保険料還付

金 22 △ 112償還金、利

子及び割引

料

国保年金課

△ 112◎ 2600080△ 112 保険料還付金

22 償還金、利子及び割引料 △ 112

・ 保険料還付金 △ 112

2

20 △ 20 0 △ 20還付加算金

22 △ 20償還金、利

子及び割引

料

国保年金課

△ 20◎ 2600085△ 20 還付加算金

22 償還金、利子及び割引料 △ 20

・ 還付加算金 △ 20

計 2,070 △ 132 1,938 △ 132

4 款　　予備費　　(38,589)

　　 1 項　　予備費　　(38,589)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

1,008 38,589 39,597 38,589予備費

29 38,589予備費

国保年金課

38,589◎ 260015038,589 予備費

29 予備費 38,589

・ 予備費 38,589

計 1,008 38,589 39,597 38,589

3 款　　諸支出金　　(△ 132)

　　 1 項　　償還金及び還付加算金　　(△ 132)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明


